
②公的年金給付を受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方 

 

申請に必要なもの 

 

□印鑑 

 

□本人確認ができるもの 

（運転免許証、マイナンバーカードなど） 

 

□給付金の振込希望口座のわかるもの 

（本人名義の通帳のコピーなど） 

 

□戸籍謄本 

（本人と対象児童が記載されているもの。児童扶養手当の認定を受けている人は不要。） 

 

□平成 30年中の収入がわかるもの 

（年金支払い通知など） 

 

□ひとり親世帯臨時特別給付金申請書（請求書）基本給付【公的年金給付等受給者用】 

（申請書は福祉保健課窓口、日吉津村ホームページから取得できます。） 

 

□簡易な収入額の申立書 申請者本人用【公的年金給付等受給者用】 

（申請書は福祉保健課窓口、日吉津村ホームページから取得できます。） 

 

□簡易な収入額の申立書 扶養義務者等用【公的年金給付等受給者用】 

（申請書は福祉保健課窓口、日吉津村ホームページから取得できます。） 

 

□簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者用】 

（申請書は福祉保健課窓口、日吉津村ホームページから取得できます。） 

 


